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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年５月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１月２４日 １３時００分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港葛南
かつなん

区船橋第７号灯浮標西方の浅所 

 千葉県市川市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位１２４°２.５

海里付近 

 （概位 北緯３５°３８.６′ 東経１３９°５８.６′） 

事故調査の経過  平成２６年１月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 栄
えい

吉
よし

丸、４９７トン 

１３６５４２、金根長海運有限会社 

 ７２.１６ｍ（Lr）×１２.２０ｍ×７.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１１年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４９年６月１４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年８月２７日 

  免状有効期間満了日 平成３０年９月１８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、千葉港千葉区を船首約２.３

ｍ、船尾約３.５ｍの喫水で出港し、船長が単独で船橋当直を行い、

千葉港葛南区の係留施設へ向けて航行していた。 

 本船は、船長が手動操舵で操船して平成２６年１月２４日１２時４

０分ごろ船橋水路に入航し、速力約８～９ノットで北進した。 

 船長は、船橋第５号灯浮標を通過した後、本船を左転させ、千葉港

市川第１号灯浮標（以下「１号灯浮標」という。）と千葉港市川第２

号灯浮標（以下「２号灯浮標」という。）の間を航行して市川水路に

入航するつもりでいたところ、２号灯浮標を１号灯浮標と思い、２号

灯浮標の東側を航行していたが、すぐに誤りに気付き、左舵を取って

市川水路に入航しようとしたものの、１３時００分ごろ船橋第７号灯

浮標西方の浅所に乗り揚げた。 
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 船長は船舶所有者に連絡を行い、船舶所有者が、海上保安庁へ通報

し、また、タグボートを手配した。 

本船は、来援したタグボートにより、１６時２５分ごろに引き降ろ

され、市川水路南方に錨泊した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：波向 南、波高 約０.３ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  船長は、市川水路を航行した経験が多数あったものの、千葉港千葉

区の方から市川水路に向けて航行することは初めてであり、１３時ご

ろから荷揚げの予定があったので、荷揚げ開始時刻に間に合うように

着岸したいと思い、焦りを感じながら、操船をしていた。 

 船長は、入港地の近くまで来ていたので、本事故当時、レーダー及

びＧＰＳプロッターを見ず、目視で見張りをして操船を行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、船橋水路の船橋第５号灯浮標を通過した後、船長が、１号

灯浮標と２号灯浮標の間を航行して市川水路に入航しようとした際、

２号灯浮標を１号灯浮標と思い込んでいたことから、２号灯浮標の東

側を航行し、誤りに気付いて左舵を取ったものの、船橋第７号灯浮標

西方の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、船橋水路の船橋第５号灯浮標を通過した後、船

長が、１号灯浮標と２号灯浮標の間を航行して市川水路に入航しよう

とした際、２号灯浮標を１号灯浮標と思い込んでいたため、２号灯浮

標の東側を航行し、誤りに気付いて左舵を取ったものの、船橋第７号

灯浮標西方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・時間に余裕を持った航海計画を立てること。 

・レーダー及びＧＰＳプロッターを有効に活用して見張りを行うこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 
 

事故発生場所 

(平成 26 年 1 月 24 日

13 時 00 分ごろ発生) 

船橋第７号灯浮標 

船橋第３号灯浮標 

１号灯浮標 

船橋第５号灯浮標 

２号灯浮標 

船橋水路 

市川水路 


